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令和 8年度筑西市高齢者配食サービス事業委託仕様書 

 

1. 目的 

心身の障害、傷病等の理由により調理が困難なひとり暮らし等の高齢者に対し、栄養バラ

ンスのとれた食事を手渡しで提供するとともに、声かけ等の方法で安否確認をすることによ

り、高齢者が健康で安心な自立した生活を送ることができるようにする。 

 

2. 実施期間 

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日 

 

3. 実施区域 

筑西市全域とする。 

ただし、受託者の事業規模等の事情により、実施区域を限定することは妨げない。 

 

4. 事業内容 

本事業は、筑西市高齢者配食サービス事業実施要綱に基づき、配食サービスの利用の承認

を受けた者（以下「利用者」という。）に対し、食事を手渡しで提供するとともに、声かけ

等による安否確認を行う。 

 

(1) 事前訪問 

ア. 受託者は、配食サービスの実施にあたっては、必要な事項を利用者に説明するため

に事前訪問等を行うこと。 

イ. 受託者は、事前訪問等にあたっては、食事の受け渡し方法、料金の徴収方法等につ

いて、口頭又は書面にて、サービス内容の説明を行うこと。 

 

(2) 栄養バランスの取れた食事の調理 

ア. 献立は、栄養士が作成することとし、作成した献立は、事前に利用者に提示するこ

と。 

イ. 献立の作成及び調理にあたっては、変化に富んだ献立内容となるよう努めるととも

に、含まれるエネルギー量や栄養素等について配慮し、高齢者の心身の特性に配慮

した献立、調理、味付けとすること。 

ウ. お粥、刻み食等の特別な調理法について可能な限り対応すること。 
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(3) 居宅への配達及び安否確認 

ア. 配食時には、温度管理、衛生状態等、食品の安全性に常に配慮すること。 

イ. 配食にあたっては、届けた食事について、早めに食べること、食べ残しは惜しまず

捨てること等を利用者に周知徹底すること。 

ウ. 配食の食事は原則手渡しとし、その際必ず利用者の安否確認を行うこと。 

エ. 利用者の責に帰すべき事由により配食ができなかった場合は、再配達は要しない。 

 

(4) 実施日時等 

ア. 月～土曜日の昼食又は夕食に対応できること。 

イ. 年末年始など配食を実施しない日を受託者が定めることができるものとする。その

場合は、利用者又は必要に応じて関係者への周知を図ること。 

ウ. 昼食はおおむね午前 10時から午前 12時までに、夕食はおおむね午後 4時から午後 6

時までに完了するものとし、その間利用者は自宅で待つ必要があるため、毎回決ま

った時間に配食するように配慮すること。 

 

(5) 配食の変更及びキャンセル 

配食日の前日（前日が休業日の場合には、直前の営業日）の午後 5時までに申し出があ

った場合は、配食のキャンセルができるものとする。その場合の委託料及び利用者の負担

は不要とする。 

 

(6) 利用料の徴収 

ア. 受託者は、利用者から原材料費及び調理費相当額として、利用料を徴収できるもの

とする。 

イ. 利用料は、1食あたり受託者が定める金額から市が支払う委託料を差引いた額とする。

ただし、利用者の責に帰すべき事由により配食ができなかった場合は、利用者から

全額徴収するものとする。 

ウ. 受託者が定める 1食あたりの金額は 540円（消費税及び地方消費税を含む）を下限

額とする。 

エ. 利用料は、受託者が利用者から個別に集金する。集金の方法については、受託者と

利用者が決め、受託者が一切の責任を負うこととする。 

 

(7) 委託料の支払い 

市は、受託者に安否確認及び配送費等経費として、1食あたり 400円（消費税及び地方
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消費税を含む）を委託料として支払うものとする。 

委託料は、1月ごとに集計し、受託者からの実績報告及び請求に基づき、請求後 30日以

内に支払うものとする。 

 

(8) 連絡 

ア. 受託者は、直接利用者及び支援者から、期間の定めのない停止又は 2 週間以上の停

止の申し出を受けたときには速やかに市に報告すること。 

イ. 受託者は、直接利用者及び支援者から、利用再開の申し出を受けたときには速やか

に市に報告すること。市に報告がないまま利用が再開された場合、利用者の自費利

用とする。 

 

5. 衛生管理 

(1) 受託者は、配食サービスの実施にあたっては、食品衛生管理に係る諸法規の規程及び

保健所等の監督機関の指導に従い、衛生管理に係る規程を制定その他食中毒の発生等

について厳正な対策を講じることとする。 

(2) 調理従事者については、検便検査（O-157の検査項目を含む）を月に 1回以上受け、

その結果を市に報告すること。 

 

6. 緊急・異常時等の対応 

(1) 受託者は、安否の確認が出来ない場合又は安否確認の際利用者の健康状態の異常等を

発見した場合は、別紙「筑西市配食サービスにおける安否確認手順」に基づき、速や

かに対処すること。 

(2) 食事の調理・配達時の事故等があった場合は、適切な処置を行うとともに、速やかに

市、関係機関等に連絡すること。 

(3) 事故及び配食従事者の急病等により配食が困難な場合には、代わりの者が配食を行う

等、利用者に不利益を生じさせないよう努めること。 

(4) 悪天候等の事由により、配食を中止する場合には、利用者に連絡を行うこと。 

 

7. 業務実績の報告 

受託者は、毎月の事業実績について、利用者及び利用回数等を集計した実績報告書（別

紙 1）により、翌月の 9日までに市に報告しなければならない。 

 

8. 関係帳票の整備 
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受託者は、配食サービスの実施にあたっては、次の帳票を整備するとともに、市が提出を

求めた場合、随時提出できるようにすること。なお、帳票の保存期限は 5年とする。 

ア. 配食実施表（利用者、利用者住所、利用日、配食者等が分かるもの） 

イ. 献立表 

ウ. 配食事故報告書（利用者に異常があった場合の対応内容の記載があるもの） 

エ. 食事代徴収関係書類（徴収事実の確認ができるもの） 

 

9. 受託者の義務 

(1) 受託者は、利用者からの要望及び苦情等があった場合には、業務の改善等に努めるこ

と。 

(2) 受託者は、配食サービスの実施にあたっては、筑西市高齢者配食サービス事業実施要

綱及びその他関係法令等を遵守しなければならない。 

 

10. 苦情処理・損害賠償 

(1) 受託者は、安全な食事を提供するという観点から、利用者の苦情に対し迅速かつ丁寧

な対応により円滑な解決を図るように努め、必要により市へ報告すること。 

(2) 受託者は、利用者に対するサービスの提供により、事業者の責に帰すべき事由による

事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償等を速やかに行うものとし、その

経過及び結果を市に書面で報告すること。 

 

11. 個人情報の保護 

(1) 受託者は、業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この業務が

終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

(2) 受託者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得

た個人情報を他人に知らせ、又は契約の目的以外に使用してはならないこと等の個人

情報の保護の徹底に関する事項を周知しなければならない。 

(3) 受託者は、市の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の目

的以外に利用し、又は提供してはならない。この業務が終了し、又は契約が解除され

た後においても同様とする。 

(4) 受託者は、個人情報保護法に基づき、対象者等の個人情報を適正に取り扱わなければ

ならない。 

 

12. 疑義等 
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この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書の内容に疑義が生じた場合は、市と受託者が

都度協議のうえ定めるものとする。 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

　

（注）
配達日の欄には、配達した日に○印を記入し、利用者ごとに回数を集計すること。
小計欄にはそのページの回数の合計を、最終ページの総合計の欄にはその月の回数の合計をそれぞれ記入すること。

小計

総合計

別紙１

筑西市高齢者配食サービス事業実績報告書（令和 年○月分）

配食サービス事業者名

回数配達日

№ 利用者氏名



不在 

在宅 

異常なし 

連絡が 

とれない 

連絡がとれた 

連絡がとれた 

連絡が 

とれない 

異常 

あり 
異常 

あり 
異常なし 

意識がない・重い症状等 
具合が悪そう・心配な状態等 

筑西市配食サービス事業における安否確認手順（令和８年度） 

 
 

配達員による食事配達 

安否確認 

異常の有無を確認 

食事提供 

対応終了 

①食事は持ち帰る 

②本人に連絡 
緊急連絡先に連絡 

状況を確認 

①119番通報 

②緊急連絡先に連絡 

③市に連絡 

連絡なしで外出など、本人に責があ

るときは全額自己負担の旨を伝え、

対応終了 

異常の有無を確認 

①緊急連絡先に連絡 

②市に連絡 

市に連絡 

市の連絡先 
 

筑西市高齢福祉課 

22-0526（直通） 

筑西市役所 

24-2111（代表） 


